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Summary

　Civil aviation is related to national security, because it shall be diverted to military use. 

But, the civil aviation in Taiwan was took over by U.S. airlines in 1950’s-1960’s. This 

paper focuses on behavior of the government and airlines of U.S. and Taiwan in cold war 

period, discusses on their interest.

はじめに

　第二次世界大戦後の新しい国際秩序は，「自由化」という言葉に象徴される。例えば，1944

年 7 月に開催されたブレトンウッズ会議では，アメリカを中心とした西側諸国は自由貿易体制

の構築を目指した。その結果，国際通貨基金（ＩＭＦ）と国際復興開発銀行（ＩＢＲＤ）が設立

されたのであった。

　こうした戦後の「自由化」の動向は，国際経済体制に限ったものではない。アメリカは，民

間航空分野でも「自由化」を試みていた。というのも，第二次世界大戦中，武器貸与法に基づ

き海外各所に米軍基地を配置しており，それらを線で結ぶことによって国際的な航空網を構築

することが可能だったからである
   1)

。第二次世界大戦で本国が戦場とならなかったアメリカにとっ

て，航空「自由化」の推進は，民間航空分野での覇権掌握を意図したものであったといえる。

　アメリカとは対照的に，イギリスをはじめとする欧州諸国は，国際民間航空条約（シカゴ条約，

1944年11月）の交渉過程で航空「自由化」に異議を唱えたのであった。第二次世界大戦で戦場

になった欧州各国は，民間航空市場で自由化を推進した場合，自国の航空市場がアメリカに掌

握される可能性を危惧したからである。結果的に，戦後の国際民間航空秩序の基礎となったシ

カゴ条約と，二国間航空協定のモデルとなったバミューダ協定（1946年）
2)

は，英米両国の妥協

のもとに成立した。
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　それでは，シカゴ＝バミューダ体制の下でアメリカと航空協定を締結した各国は，民間航空

市場でどのような影響を受けたのであろうか。本稿で対象とする冷戦期台湾
   3)

の民間航空につい

ては，林［2011］が工業史の視点から分析を試み，台湾航空工業の発展とアメリカおよび軍事

工業との関連性を明らかにしている。しかし同時に，民間航空の運航主体である航空会社の動

向や，それを監督する米華両政府の政策にも注目する必要があろう。本稿では，戦後台湾の民

間航空を米華両政府と双方の航空会社（ＣＡＴ
   4)

，中華航空）の利害関係から検討し，それぞれの

アクターが台湾の民間航空市場でどのように権益を確保しようとしたかを考察する。

１．中台分断初期の台湾の民間航空

　一般的に，航空輸送には，航空エンジンと燃料（動力），航空路（軌道），航空機（運搬具），

空港（停車場）の 4 つの構成要素がある
   5)

。そのうち，航空会社は運航乗務員や地上職員などの

労働力，航空機などの生産設備等を投入することで，航空輸送というサービスを生産すること

ができる
   6)

。また，航空会社は1930年代以降，各国の保護政策の下におかれており，アメリカに

おいても，1978年の規制撤廃まで民間航空委員会（ＣＡＢ）によって路線ごとの新規参入が規

制され，保護・育成の対象となっていた
   7)

。

　しかし，中台分断後の国府に関しては，以下のような背景から国営（国有）航空会社の設立・

保護・育成は困難であった。第一に，中台分断という政治・軍事的影響である。日中戦争終結後，

国府は中国共産党との和平会談を行い，双十協定（1945年10月10日）を締結して内政の安定につ

とめるかと思われた。しかし，国府は中国共産党の解放区を法的に認めず，翌月には国共両党

で戦闘が再開された。その後，アメリカが調停役となって一時停戦させたものの，不調に終わっ

た。1949年，国共内戦に敗れた国府は台北へ移転し，台湾島，金門・馬祖島，澎湖島などを実

効支配することになったのである。同時にそれは，国府が日本から台湾を接収した後，短期間

のうちに台湾が中国の経済圏から切り離されたことを意味する。

　第二に，両航事件の勃発である。1930年代の中国では，交通部と外資との合弁で航空会社 2 

社（中国航空公司，欧亜航空公司［1943年から中央航空公司に社名変更］）
8)

が設立され，内外路線に就

航していた。しかし，国共内戦中の1949年， 2 社の航空機が香港に逃避していた際，一部社員

が機材とともに中国共産党側へ投降する両航事件が発生したのであった。結果的に，彼らは中

華人民共和国の民間航空部門である中国民用航空局（ＣＡＡＣ）の設立に貢献した
   9)

。 2 社の設

立時，国府は合弁契約が満了する10年後に全株式を買い取ることを契約の一項目に含め，将来

的に 2 社を国営航空会社にする計画であったが
  10)

，日中戦争以降の混乱で航空輸送の生産主体を

失ったため，断念するほかなかった。

　こうした状況で，国府が依存せざるを得なかったのが行政院善後救済総署
  11)

直轄民航空運隊

（ＣＡＴ）であった。ＣＡＴは，米退役軍人で国府軍の顧問も務めたシェンノート（Chennault, 

Clare Lee；1893-1958）らが設立した航空会社で，業務は連合国救済復興援助（以下，アンラ援助）

の救済物資・関係者の輸送に限定されていた。ＣＡＴは，米ソ対立の影響でアンラ援助が短期

間で終了したため，新たに交通部民用航空局と運航契約を結んで政府委託物資の運搬を行い，

会社を存続させたのであった。ただ，国共内戦期にはＣＡＴの運航が採算ラインとされる運航
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時間数を大幅に割り込むほど縮小したため
  12)

，国府に補助金の投入を要請していた
  13)

。

　このように，国府は相次ぐ戦乱によって経済的基盤を喪失し，台湾への移転後，ＣＡＴを利

用しながら民間航空の基盤を再構築することになったのである。

２．民航隊による台湾内外路線の運航と米華関係

　1949年 8 月，アメリカ国務省が発表した『中国白書』は，事実上，国府を見放す内容であっ

た。その後，国府は台湾へ移転し，インフレーション，財政赤字など様々な経済的課題を抱え

ることになった。

　こうした経済面での不安定さは，国府の国際的地位にも影響を与えかねない深刻な事態にま

で発展していた。というのも，国府はシカゴ条約締約国が自動的に加盟する国際民間航空機関

（1947年；以下，ＩＣＡＯ）
14)

の分担金を支払えず，ＩＣＡＯ発足から間もない1951年，脱退せ

ざるをえなくなったのであった
  15)

。同様の問題は，世界保健機関（ＷＨＯ）など他の国連専門機

関においてもみられ
  16)

，アジアの冷戦が熱戦へと転化していく不安定な国際環境の中で，国府は

財政赤字を背景に，アメリカを中心とする国際秩序から退出を余儀なくされた。

　また，国府の財政難は民間航空関連予算にも影響を与えた。1950年代初頭は航空関連予算も

不十分で，交通部民用航空局は管制官などの人材育成や，空港施設の整備などにアメリカの援

助が投入されることを期待していた。しかし，ＩＣＡＯからの脱退はアメリカの対華航空援助

を消極的にする要因となった。ただし，アメリカが台湾の航空関連分野に経済・技術援助を行っ

た場合，アメリカの航空管制システムなどを台湾に導入させることにもつながるため，アメリ

カは前向きに検討していたようである
  17)

。

　他方で，国府と共に台湾へ移転したＣＡＴは国府の財政支援を受けることなく，アメリカ中

央情報局（以下，ＣＩＡ）からの資金援助で経営存続をはかったのであった
  18)

。その結果，ＣＡＴ

は国共内戦期以降の資金難から救済され，極東地域におけるアメリカ軍・政府の“agency”と

して，米軍委託物資輸送や朝鮮戦争時の傷病兵輸送などで活動することになった
  19)

。

　アメリカの翼として活動するかたわらで，ＣＡＴは台湾の翼としても運航に従事した。それ

は，国府が両航事件で政府の影響下にある航空会社を喪失した上に，台湾に民間航空会社が存

在しなかったためである。ＣＡＴは，台湾島内各地および離島路線を運航しながら，東南アジ

ア（シンガポール，バンコク），東アジア（香港，東京など）の各地と台北を結ぶ路線にも就航し

た
  20)

。ＣＡＴが単独で台湾の空を掌握し，アメリカの物資輸送を担当しながら東・東南アジア各

地に就航することは，ＣＩＡにとっては情報入手の手段を確保することになり，ＣＡＴにとっ

ては会社の存続につながるため，双方にメリットがあったといえよう。

　しかし，国府にとっては，航空という安全保障と密接に関連した分野で外国資本の航空会社

が自国の空域を事実上支配する状況は好ましくない。ただ，国際機関からの脱退を余儀なくさ

れるほど著しく財政状況が悪化していたため，国営航空会社の設立は困難である。

　そうした中で，1950年代初頭，台湾の民間航空市場にとって大きな進展がみられた。それは，

中国航空公司ＯＢの陳文寬らによる復興航空公司の設立である（1951年 5 月）。国府は，フィリ

ピンとの航空協定締結（1952年）にあたり，復興航空公司を台湾側の指定航空会社
  21)

として，台
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北－マニラ線に就航させる予定であった。しかし，復興航空公司が辞退したためＣＡＴを指定

航空会社にせざるをえなかった
  22)

。もちろん，フィリピン側の指定航空会社のみが同路線に就航

することは可能であった。ただ，双務航空協定を締結しながら相手国の指定航空会社のみが就

航した場合，事実上，相手国の指定航空会社のみが特定路線の運航権を保有し，営業利益をあ

げることになる。国府は台湾側の運航権の保持を優先させ，ＣＡＴを指定航空会社にしたので

あった。なお，復興航空公司は1958年10月に事故を起こし，その後1988年 8 月まで運航を停止

したため，台湾資本の民間航空会社による路線営業は，1950年代後半の遠東航空公司，中華航

空公司の参入まで待たなければならなかった。

　こうして民間航空市場をめぐる米華両政府，航空会社の利害が交錯する中で，国府は1950年 

8 月以降，アメリカの経済・軍事援助を受け入れ，台湾の安定化を目指した
  23)

。1953年以降に策

定され，事実上アメリカ援助の運用計画でもある経済建設 4 カ年計画は，1960年以前について

は台湾の経済安定化と生産力回復を主要な目的とした
  24)

。それは，当時の台湾が財政赤字，国際

収支赤字，悪性インフレに直面していたため，アメリカの経済援助で経済安定化を実現するこ

とが最大の目標とされ，それがアメリカ側の意向を反映したものだったからである。民間航空

分野の対華援助については，当時，アメリカが友好国に対して民間航空の安全性，効率性の向

上を目的とした技術・経済援助の実施を方針として掲げていたため
  25)

，空港施設の整備などを対

象に実施された
  26)

。

　また，国府は援助受入と並行して幼稚産業保護を目的とした為替管理，保護関税など，体系

的な産業育成政策を採用した
  27)

。その際，積極的な外資導入を目指し，諸外国および華僑の対華

投資を奨励するため，外国人投資条例（1954年），香港・マカオ華僑帰国投資条例（1955年）を

公布した。そのうち，外国人投資条例には民間航空事業者に関する条文が含まれており，1953

年に公布された民用航空法の諸規定を加味すると，外資航空事業者の参入を制限する内容と

なっていた。すなわち，民間航空事業者の利用する航空器や，外資航空企業の株式構成に占め

る外資比率を制限する内容を制定していたのであった
  28)

。その結果，ＣＡＴが台湾で航空会社と

して運航を継続することが困難になったのであった。

　しかし，ＣＡＴが国府側の指定航空会社として航空協定締結相手国に就航していること，台

湾資本の航空各社の輸送力が不十分であることを踏まえると，国府がＣＡＴの営業を終了させ

ることは非現実的であった。ＣＡＴは交通部民用航空局との契約に反し，同局の承認をえない

ままＣＡＴの資産をアメリカ政府関連企業に移管していたことが問題視されたものの
  29)

，最終的

にＣＡＴが提示した 2 社分割案が承認された。それに基づき，1955年 3 月，ＣＡＴはアメリカ

との資本関係を残したまま，新生ＣＡＴ（民航空運公司），亜洲航空公司として新たなスタート

を切ったのであった（図 1 ，参照）。
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３．中華航空公司の成長

　復興航空公司の設立以降，台湾では遠東航空公司（1956年），中華航空公司（1959年）の 2 社が

設立された。しかし，台湾資本の航空会社は設立されたものの，遠東航空公司，中華航空公司の

いずれも，1960年代まで定期貨客運航ができるほどの経営体力を持ち合わせておらず，ＣＡＴが

諸外国に就航していた。

　1960年代初頭，中華航空公司は国府軍の対ベトナム活動に関与し，空軍隊員に自社の身分証

を発行したり
  30)

，米軍物資を東南アジア各地へ委託輸送し，その輸送料収入を収益の一部としてい

た
  31)

。また，社内には南星計画小組が組織され，東南アジアにおける米軍の活動の支援も行った
  32)

。

　一方，同時期の国府は，東南アジア諸国との経済交流協議の中に航空交渉を組み込み，貿易

取引も含めた包括的な内容で政府間交渉を進めていった。その代表的な例が，ベトナムであっ

た。国府はベトナムとの間で1960年から経済合作会議を開催し，華越貿易の促進，技術交流な

どを目指して協議を行っていた。その中で，華越両政府は台北－サイゴン間の定期航空便開設

を議論したのであった
  33)

。なお，中華航空が国際線に就航したのは1966年12月（台北－サイゴン

線）のことであり
  34)

，台北－サイゴン線，サイゴン－シンガポール線，サイゴン－香港－台北－

東京－ソウル線の 3 路線の実現性について協議に参加したのは，ＣＡＴとベトナム航空の 2 社

であった
  35)

。しかし， 2 社の協議は具体的な成果に結びつかず，華越両政府の経済交渉が優先課

題となった。また，この段階で航空各社から詳細な運航計画・通信方式に関する意見聴取を行っ

た上で，航空交渉を即時開始すべきとの見解が付与されている
  36)

。その上で，初期段階で候補に

図 1　ＣＡＴ（民航空運公司），亜洲航空公司の資本関係

［備考］Civil Air Transport Co. Ltd.（CAT），Air Asia Co. Ltd.（亜洲航空公司）。

［出所］“Review of Air Support Activities”, Memorandum to Marvin L. Evans, Assistant General Counsel, 7 November 

1962 (Central Intelligence Agency, Special Collections [http://www.foia.cia.gov/AirAmerica/C05261526.pdf] ) より

一部抜粋。
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挙った 3 路線のうち， 1 路線を優先して開航することとした。華越両政府間での協議の際，国

府側は華越間の路線開設を見据えてベトナム航空のパイロット訓練を受け入れるものとした
  37)

。

　こうした対外経済交渉を行う過程で，国府と中華航空公司にとって転機が訪れた。それは，

ＣＡＴが1964，1968年の 2 度，墜落事故を起こして運航を大幅に縮小したことであった
  38)

。かつ

て国府が復興航空を指定航空会社にしようと試みたマニラ－台北線では，ＣＡＴが国際線の運

航を停止した後の1967年10月以降，中華航空公司が就航することになった
  39)

。1968年以降は，Ｃ

ＡＴが全面的に運航を停止したため，それ以降，名実ともに中華航空公司が国府の指定航空会

社として海外に就航するのであった。

おわりに

　本稿では，1950-1960年代の台湾を対象として，米華双方の政府，航空会社が民間航空市場

にどのように関与したかを検討し，以下の点が明らかになった。

　第一に，国府がＣＡＴを利用することで，台湾の航空輸送力だけでなく航空協定締結相手国

との運輸権を確保して，協定相手国の航空会社のみが台湾線に就航し，収益をあげないように

した。他方で，台湾の民間航空市場で外資規制を行うことは非現実的であったため，国府はＣ

ＡＴの利用という実利を取ったといえる。

　第二に，ＣＡＴが墜落事故を起こすまで，中華航空公司は国際線定期運航に従事することが

できなかった。1960年代，国府は中華航空を指定航空会社として新たな航空協定を締結すべく，

ベトナムとの経済協議を行っていた。しかし，結果的にはＣＡＴが国際線の運航を継続する間，

中華航空公司が国際線の運航を拡大する機会は生まれなかった。事実上，台湾資本の航空会社

に残された成長の余地は少なく，外資企業の委託・代理業務に関わることで会社の存続を図っ

たとみることができる。

　1950-1960年代の台湾の場合，外資航空会社も含めて民間航空会社の軍事活動への徴用，軍

からの業務委託が一般化していた側面が強い。米華間での対外政策と民間航空との連携，航空

会社の財務状況の分析については，今後の課題としたい。

〔附記〕

　本稿は，平成21-23年度科学研究費補助金（若手研究（Ｂ），研究課題番号：21730140）の研究

成果の一部である。

（おおいし　めぐみ・本学経済学部准教授）
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